
外国株式の取引には、外国金融商品市場等における委託取引と国内店頭取引の２通りの方法があり、当該取引には所定の手数料等（委託取引
の場合は約定代金に対して上限 1.404%（税込）の委託手数料及びその他現地手数料等（当該諸費用は、その時々の市場状況、現地情勢等に応
じて決定されますので、その金額等をあらかじめ記載することはできません。）、国内店頭取引の場合は所定の手数料相当額（原則2.50％）、等）
をご負担いただく場合があります ●外貨建債券を買付ける場合は、購入対価のみをお支払いただきます。円貨と外貨を交換する際の為替レー
トは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします ●外国籍投資信託を買付ける場合は、銘柄ごとに設
定された販売手数料および信託報酬などの諸経費等をご負担いただく場合があります ●外国株式や外国籍投資信託は主に国外の株式や公社債
等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や、為替の変動等により、
損失を生じる恐れがあります ●外貨建債券の価格は、金利変動等により上下しますので、償還前に売却する場合には投資元本を割込むことが
あります。また、為替相場の変動等による損失を生じるおそれがあります ●手数料等およびリスクは、金融商品等ごとに異なりますので、契
約締結前交付書面等や目論見書およびお客さま向け資料をよくお読みください。

ご留意事項

商号等：東海東京証券株式会社　金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第140号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

お手続きの流れ

サービスの対象となるお買付商品

返金サービスの対象となる条件

対象の外貨送金手数料

（※４）外貨建てで外貨送金手数料が表示されている場合は、当社に着金した日の当社基準レート（午前１０時の仲値）で円換算した金額(円未満切捨て）を適用します。

①金融機関で当社指定の口座へ外貨送金のお手続きを行ってください。
②ご送金手続き後、金融機関から発行される送金依頼書、計算書等（名義・送金日・送金額・外貨送金手数料
    が確認できる書類）の写しを、送金依頼日から１ヵ月以内に当社にご提出ください。
③当社で入金及び外貨建て商品ご購入の確認を行った後、すみやかに外貨送金手数料を当社のお客様口座に円貨
（※４）で入金いたします。

・外貨建て商品　 
　外国株式、外貨建債券、 外国籍投資信託
・外貨建MMF

「外貨送金手数料」相当額を全額（※２）
金融機関により名称が異なりますが、「送金手数料」以外
（※３）の手数料につきましても返金の対象となります。

（※２）外国株式委託取引の場合は当該送金手数料範囲内で委託手数料の２０％を返金額（円未満切捨て）とします。　
（※３）「基本手数料」「電信料」「支払銀行手数料」「リフティングチャージ」「外貨取扱手数料」「ケーブルチャージ」「関係銀行手数料」「付替手数料」
　         「コルレスチャージ」「ミニマムチャージ」「最低手数料」等


